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学校教育局参事（生徒指導・学校安全）  

 

   高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・ 

指導を受けている場合の積極的な対応について（通知） 

 高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受

けている場合の対応については、平成 21 年３月 17 日付け教学健第 1840 号により通知

し、各学校において対応いただいているところですが、この度、文部科学省初等中等教

育局児童生徒課から別添写しのとおり事務連絡がありましたので、通知します。 

 ついては、管内の道立高等学校、中等教育学校及び関係市町村教育委員会に対し周知

するとともに、各学校において、先の通知の趣旨や別添の「指導要録上の出席扱いに係

る積極的な対応の留意点」を踏まえ、不登校への適切な対応がなされるよう指導願いま

す。 

 

（生徒指導・学校安全グループ）  










